
赤穂市福祉医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

   令和８年５月１８日 

                         赤穂市長  牟  禮  正  稔     

 

赤穂市規則第２６号 

 

赤穂市福祉医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 赤穂市福祉医療費助成条例施行規則（昭和４８年赤穂市規則第２６号）の一部を次のように改

正する。 

 様式第２号から様式第５号の２までを次のように改める。 

  

  



様
式
第
２
号

(第
５
条
関
係
) 
 

 

(表
面
) 

 
 

(
裏
面
) 

 
 

 
  

ご
注

意
 

1 
こ
の
証
は
、
受
給
者
以
外
は
使
え
ま
せ
ん
。
 

2 
こ
の
証
は
、
兵
庫
県
内
の
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
、
保
険
診
療
で
受
診
す

る
際
使
用
す
る
証
で
す
か
ら
、
大
切
に
保
持
し
て
く
だ
さ
い
。
 

3 
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
診
療
、
薬
剤
の
支
給
等
を
受
け
る
場
合
は
、
マ
イ

ナ
保
険
証
や
資
格
確
認
書
等
の
保
険
資
格
が
確
認
で
き
る
も
の
と
併
せ
て
、
こ
の

証
を
必
ず
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
入
院
・
通
院
に
か
か
わ
ら
ず
医

療
費
が
高
額
に
な
る
場
合
は
、
限
度
額
適
用
認
定
証
等
を
併
せ
て
提
示
し
て
く
だ

さ
い
（
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
が
で
き
る
場
合
を
除
き
ま
す
。
）。

 

4 
こ
の
証
で
医
療
を
受
け
た
と
き
は
、
保
険
医
療
機
関
等
ご
と
に
、
表
面
に
記
載

し
て
あ
る
一
部
負
担
金
を
支
払
つ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
１
か
月
の
負
担
額
が
限

度
額
を
超
え
た
場
合
は
、
市
長
に
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
超
え
た
額
が
払
い
戻
さ

れ
ま
す
。
 

5 
市
外
に
転
出
し
た
と
き
等
、
対
象
者
の
資
格
を
失
つ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
こ

の
証
を
市
長
に
返
し
て
く
だ
さ
い
。
 

6 
氏
名
、
住
所
、
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
等
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
は
、
速
や

か
に
こ
の
証
を
添
え
て
市
長
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
 

7 
受
給
者
お
よ
び
同
一
世
帯
の
方
で
、
世
帯
の
異
動
が
あ
つ
た
場
合
や
前
年
の
所

得
(１

月
か
ら
６
月
ま
で
は
前
々
年
の
所
得

)が
修
正
申
告
等
に
よ
り
変
わ
つ
た
場

合
は
、
市
長
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
 

8 
こ
の
証
を
破
つ
た
り
、
汚
し
た
り
、
ま
た
は
失
つ
た
り
し
た
と
き
は
、
再
交
付

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
 

9 
他
の
公
費
負
担
医
療
制
度
（
自
立
支
援
医
療
、
指
定
難
病
等
）
の
受
給
者
で
あ

る
場
合
、
当
該
制
度
を
利
用
し
た
う
え
で
、
こ
の
証
を
併
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
、
当
該
制
度
の
受
給
資
格
が
確
認
で
き
る
も
の
と
併
せ
て
提
示
し
て
く
だ

さ
い
。
 

10
 
健
康
診
断
料
、
予
防
注
射
料
、
入
院
の
場
合
の
部
屋
代

(差
額
ベ
ッ
ド
代

)・
食

事
代

(標
準
負
担
額

)、
薬
の
ビ
ン
代
、
往
診
の
場
合
の
負
担
金
、
診
断
書
料
、
証

明
書
料
、
先
発
医
薬
品
の
特
別
の
料
金
等
、
保
険
外
診
療
分
は
自
己
負
担
と
な
り

ま
す
。
 

 

お
問
い
合
わ
せ
先
 

 
赤
穂
市

 
医
療
介
護
課

 
医
療
係
 

電
話
 （

0
7
9
1
）

4
3
-
6
8
2
0 

F
A
X 
（

0
7
9
1
）

4
3
-
6
8
9
2  

○移
 

高
齢

期
移

行
受

給
者

証
 

 
 

 
 

負
担

者
番

号
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

受
給

者
番

号
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

受 給 者 

住
所
 

 
 

フ
リ
ガ
ナ
 

 
 

氏
名
 

 
 

生
年
月
日
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

一
部

負
担

金
 

 
 

外
来

 
 
 

入
院

 
 
 

有
効

期
間

 

年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
か
ら
 

年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
ま
で
 

発
行

機
関

名

及
び

印
 

兵
庫
県
赤
穂
市
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 
 

交
付

年
月

日
 

年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

こ
の
証
は
兵
庫
県
内
の
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
の
み
有
効
で
す
。

 

他
の
公
費
負
担
医
療
制
度
（
自
立
支
援
医
療
、
指
定
難
病
等
）
の
受
給
者
で
あ
る
場
合
、
当
該
制
度
を
利

用
し
た
う
え
で
、
こ
の
証
を
併
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
当
該
制
度
の
受
給
資
格
が
確
認
で
き
る
も
の

と
併
せ
て
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 



様
式
第
３
号

(第
５
条
関
係

) 
 

(表
面
) 

 
 

(裏
面
) 

 
 

 
 

ご
注

意
 

1 
こ
の
証
は
、
受
給
者
以
外
は
使
え
ま
せ
ん
。
 

2 
こ
の
証
は
、
兵
庫
県
内
の
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
、
保
険
診
療
で
受
診
す

る
際
使
用
す
る
証
で
す
か
ら
、
大
切
に
保
持
し
て
く
だ
さ
い
。
 

3 
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
診
療
、
薬
剤
の
支
給
等
を
受
け
る
場
合
は
、
マ
イ

ナ
保
険
証
や
資
格
確
認
書
等
の
保
険
資
格
が
確
認
で
き
る
も
の
と
併
せ
て
、
こ
の

証
を
必
ず
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
入
院
・
通
院
に
か
か
わ
ら
ず
医

療
費
が
高
額
に
な
る
場
合
は
、
限
度
額
適
用
認
定
証
等
を
併
せ
て
提
示
し
て
く
だ

さ
い
（
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
が
で
き
る
場
合
を
除
き
ま
す
。
）。

 

4 
こ
の
証
で
医
療
を
受
け
た
と
き
は
、
保
険
医
療
機
関
等
ご
と
に
、
表
面
に
記
載

し
て
あ
る
一
部
負
担
金
を
支
払
つ
て
く
だ
さ
い
。
 

5 
市
外
に
転
出
し
た
と
き
等
、
対
象
者
の
資
格
を
失
つ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
こ

の
証
を
市
長
に
返
し
て
く
だ
さ
い
。
 

6 
氏
名
、
住
所
、
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
等
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
は
、
速
や

か
に
こ
の
証
を
添
え
て
市
長
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
 

7 
こ
の
証
を
破
つ
た
り
、
汚
し
た
り
、
ま
た
は
失
つ
た
り
し
た
と
き
は
、
再
交
付

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
 

8 
健
康
診
断
料
、
予
防
注
射
料
、
入
院
の
場
合
の
部
屋
代

(
差
額
ベ
ッ
ド
代

)・
食

事
代

(標
準
負
担
額

)
、
薬
の
ビ
ン
代
、
往
診
の
場
合
の
負
担
金
、
診
断
書
料
、
証

明
書
料
、
先
発
医
薬
品
の
特
別
の
料
金
等
、
保
険
外
診
療
分
は
自
己
負
担
と
な
り

ま
す
。
 

9 
他
の
公
費
負
担
医
療
制
度
（
自
立
支
援
医
療
、
指
定
難
病
、
小
児
慢
性
特
定
疾

病
等
）
の
受
給
者
で
あ
る
場
合
、
当
該
制
度
を
利
用
し
た
う
え
で
、
こ
の
証
を
併

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
当
該
制
度
の
受
給
資
格
が
確
認
で
き
る
も
の
と

併
せ
て
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
 

10
 
重
度
精
神
障
害
者
の
精
神
疾
患
に
つ
い
て
は
、
自
立
支
援
医
療
制
度
（
精
神
通

院
医
療
）
を
併
用
す
る
場
合
の
み
、
こ
の
証
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

当
該
制
度
の
受
給
者
証
と
併
せ
て
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
 

11
 
学
校
管
理
下
に
お
い
て
生
じ
た
ケ
ガ
等
、
災
害
共
済
給
付
の
対
象
と
な
る
場
合

は
、
こ
の
証
は
使
え
ま
せ
ん
。
 

お
問
い
合
わ
せ
先
 

 
赤
穂
市

 
医
療
介
護
課

 
医
療
係
 

電
話

 （
0
7
9
1
）

4
3
-
6
8
2
0 

F
A
X
 （

0
7
9
1
）

4
3
-
6
8
9
2 

○障
 

重
度

障
害

者
医

療
費

受
給

者
証
 

 
 

 
 

負
担

者
番

号
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

受
給

者
番

号
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

受 給 者 

住
所
 

 
 

フ
リ
ガ
ナ
 

 
 

氏
名
 

 
 

生
年
月
日
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

一
部

負
担

金
 

外
来
 

 
 

入
院
 

 
 

有
効

期
間

 

年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
か
ら
 

年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
ま
で
 

発
行

機
関

名

及
び

印
 

兵
庫
県
赤
穂
市
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 
 

交
付

年
月

日
 

年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

こ
の
証
は
兵
庫
県
内
の
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
の
み
有
効
で
す
。

 

他
の
公
費
負
担
医
療
制
度
（
自
立
支
援
医
療
、
指
定
難
病
等
）
の
受
給
者
で
あ
る
場
合
、
当
該
制
度
を
利

用
し
た
う
え
で
、
こ
の
証
を
併
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
当
該
制
度
の
受
給
資
格
が
確
認
で
き
る
も
の

と
併
せ
て
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 

 



様
式
第
４
号

(第
５
条
関
係

) 
 

(表
面
) 

 
 

(裏
面
) 

 
 

 
ご

注
意

 

1 
こ
の
証
は
、
受
給
者
以
外
は
使
え
ま
せ
ん
。
 

2 
こ
の
証
は
、
兵
庫
県
内
の
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
、
保
険
診
療
で
受
診
す

る
際
使
用
す
る
証
で
す
か
ら
、
大
切
に
保
持
し
て
く
だ
さ
い
。
 

3 
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
診
療
、
薬
剤
の
支
給
等
を
受
け
る
場
合
は
、
マ
イ

ナ
保
険
証
や
資
格
確
認
書
等
の
保
険
資
格
が
確
認
で
き
る
も
の
と
併
せ
て
、
こ
の

証
を
必
ず
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
入
院
・
通
院
に
か
か
わ
ら
ず
医

療
費
が
高
額
に
な
る
場
合
は
、
限
度
額
適
用
認
定
証
等
を
併
せ
て
提
示
し
て
く
だ

さ
い
（
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
が
で
き
る
場
合
を
除
き
ま
す
。
）。

 

4 
こ
の
証
で
医
療
を
受
け
た
と
き
は
、
保
険
医
療
機
関
等
ご
と
に
、
表
面
に
記
載

し
て
あ
る
一
部
負
担
金
を
支
払
つ
て
く
だ
さ
い
。
 

5 
市
外
に
転
出
し
た
と
き
等
、
対
象
者
の
資
格
を
失
つ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
こ

の
証
を
市
長
に
返
し
て
く
だ
さ
い
。
 

6 
氏
名
、
住
所
、
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
等
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
は
、
速
や

か
に
こ
の
証
を
添
え
て
市
長
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
 

7 
こ
の
証
を
破
つ
た
り
、
汚
し
た
り
、
ま
た
は
失
つ
た
り
し
た
と
き
は
、
再
交
付

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
 

8 
健
康
診
断
料
、
予
防
注
射
料
、
入
院
の
場
合
の
部
屋
代

(
差
額
ベ
ッ
ド
代

)・
食

事
代

(標
準
負
担
額

)
、
薬
の
ビ
ン
代
、
往
診
の
場
合
の
負
担
金
、
診
断
書
料
、
証

明
書
料
、
先
発
医
薬
品
の
特
別
の
料
金
等
、
保
険
外
診
療
分
は
自
己
負
担
と
な
り

ま
す
。
 

9 
他
の
公
費
負
担
医
療
制
度
（
自
立
支
援
医
療
、
指
定
難
病
、
小
児
慢
性
特
定
疾

病
等
）
の
受
給
者
で
あ
る
場
合
、
当
該
制
度
を
利
用
し
た
う
え
で
、
こ
の
証
を
併

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
当
該
制
度
の
受
給
資
格
が
確
認
で
き
る
も
の
と

併
せ
て
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
 

10
 
重
度
精
神
障
害
者
の
精
神
疾
患
に
つ
い
て
は
、
自
立
支
援
医
療
制
度
（
精
神
通

院
医
療
）
を
併
用
す
る
場
合
の
み
、
こ
の
証
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

当
該
制
度
の
受
給
者
証
と
併
せ
て
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
 

11
 
学
校
管
理
下
に
お
い
て
生
じ
た
ケ
ガ
等
、
災
害
共
済
給
付
の
対
象
と
な
る
場
合

は
、
こ
の
証
は
使
え
ま
せ
ん
。
 

お
問
い
合
わ
せ
先
 

 
赤
穂
市

 
医
療
介
護
課

 
医
療
係
 

電
話

 （
0
7
9
1
）

4
3
-
6
8
2
0 

F
A
X
 （

0
7
9
1
）

4
3
-
6
8
9
2 

○乳
 

乳
幼

児
等

医
療

費
受

給
者

証
 

 
 

 
 

負
担

者
番

号
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

受
給

者
番

号
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

受 給 者 

住
所
 

 
 

フ
リ
ガ
ナ
 

 
 

氏
名
 

 
 

生
年
月
日
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

一
部

負
担

金
 

外
来
 

 
 

入
院
 

 
 

有
効

期
間

 

年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
か
ら
 

年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
ま
で
 

発
行

機
関

名

及
び

印
 

兵
庫
県
赤
穂
市
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 
 

交
付

年
月

日
 

年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

こ
の
証
は
兵
庫
県
内
の
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
の
み
有
効
で
す
。

 

他
の
公
費
負
担
医
療
制
度
（
自
立
支
援
医
療
、
指
定
難
病
等
）
の
受
給
者
で
あ
る
場
合
、
当
該
制
度
を
利

用
し
た
う
え
で
、
こ
の
証
を
併
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
当
該
制
度
の
受
給
資
格
が
確
認
で
き
る
も
の

と
併
せ
て
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
 

 



様
式
第
５
号
の
１
(第

５
条
関
係
)
  

(表
面
) 

 
 

(裏
面
) 

 
 

 
 

ご
注

意
 

1 
こ
の
証
は
、
受
給
者
以
外
は
使
え
ま
せ
ん
。
 

2 
こ
の
証
は
、
兵
庫
県
内
の
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
、
保
険
診
療
で
受
診
す

る
際
使
用
す
る
証
で
す
か
ら
、
大
切
に
保
持
し
て
く
だ
さ
い
。
 

3 
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
診
療
、
薬
剤
の
支
給
等
を
受
け
る
場
合
は
、
マ
イ

ナ
保
険
証
や
資
格
確
認
書
等
の
保
険
資
格
が
確
認
で
き
る
も
の
と
併
せ
て
、
こ
の

証
を
必
ず
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
入
院
・
通
院
に
か
か
わ
ら
ず
医

療
費
が
高
額
に
な
る
場
合
は
、
限
度
額
適
用
認
定
証
等
を
併
せ
て
提
示
し
て
く
だ

さ
い
（
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
が
で
き
る
場
合
を
除
き
ま
す
。
）。

 

4 
こ
の
証
で
医
療
を
受
け
た
と
き
は
、
保
険
医
療
機
関
等
ご
と
に
、
表
面
に
記
載

し
て
あ
る
一
部
負
担
金
を
支
払
つ
て
く
だ
さ
い
。
 

5 
市
外
に
転
出
し
た
と
き
等
、
対
象
者
の
資
格
を
失
つ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
こ

の
証
を
市
長
に
返
し
て
く
だ
さ
い
。
 

6 
氏
名
、
住
所
、
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
等
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
は
、
速
や

か
に
こ
の
証
を
添
え
て
市
長
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
 

7 
こ
の
証
を
破
つ
た
り
、
汚
し
た
り
、
ま
た
は
失
つ
た
り
し
た
と
き
は
、
再
交
付

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
 

8 
健
康
診
断
料
、
予
防
注
射
料
、
入
院
の
場
合
の
部
屋
代

(
差
額
ベ
ッ
ド
代

)・
食

事
代

(標
準
負
担
額

)
、
薬
の
ビ
ン
代
、
往
診
の
場
合
の
負
担
金
、
診
断
書
料
、
証

明
書
料
、
先
発
医
薬
品
の
特
別
の
料
金
等
、
保
険
外
診
療
分
は
自
己
負
担
と
な
り

ま
す
。
 

9 
他
の
公
費
負
担
医
療
制
度
（
自
立
支
援
医
療
、
指
定
難
病
、
小
児
慢
性
特
定
疾

病
等
）
の
受
給
者
で
あ
る
場
合
、
当
該
制
度
を
利
用
し
た
う
え
で
、
こ
の
証
を
併

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
当
該
制
度
の
受
給
資
格
が
確
認
で
き
る
も
の
と

併
せ
て
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
 

10
 
重
度
精
神
障
害
者
の
精
神
疾
患
に
つ
い
て
は
、
自
立
支
援
医
療
制
度
（
精
神
通

院
医
療
）
を
併
用
す
る
場
合
の
み
、
こ
の
証
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

当
該
制
度
の
受
給
者
証
と
併
せ
て
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
 

11
 
学
校
管
理
下
に
お
い
て
生
じ
た
ケ
ガ
等
、
災
害
共
済
給
付
の
対
象
と
な
る
場
合

は
、
こ
の
証
は
使
え
ま
せ
ん
。
 

お
問
い
合
わ
せ
先
 

 
赤
穂
市

 
医
療
介
護
課

 
医
療
係
 

電
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○母
 

母
子

家
庭

等
医

療
費

受
給

者
証
 

 
 

 
 

負
担

者
番

号
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

受
給

者
番

号
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

受 給 者 

住
所
 

 
 

フ
リ
ガ
ナ
 

 
 

氏
名
 

 
 

生
年
月
日
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

一
部

負
担

金
 

外
来
 

 
 

入
院
 

 
 

有
効

期
間

 

年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
か
ら
 

年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
ま
で
 

発
行

機
関

名

及
び

印
 

兵
庫
県
赤
穂
市
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 
 

交
付

年
月

日
 

年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

こ
の
証
は
兵
庫
県
内
の
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
の
み
有
効
で
す
。

 

他
の
公
費
負
担
医
療
制
度
（
自
立
支
援
医
療
、
指
定
難
病
等
）
の
受
給
者
で
あ
る
場
合
、
当
該
制
度
を
利

用
し
た
う
え
で
、
こ
の
証
を
併
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
当
該
制
度
の
受
給
資
格
が
確
認
で
き
る
も
の

と
併
せ
て
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 

 



様
式
第
５
号
の
２

(第
５
条
関
係
)
  

 (
表
面

) 
 
 

 
(
裏
面
) 

 
 

 
 

ご
注

意
 

1 
こ
の
証
は
、
受
給
者
以
外
は
使
え
ま
せ
ん
。
 

2 
こ
の
証
は
、
兵
庫
県
内
の
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
、
保
険
診
療
で
受
診
す

る
際
使
用
す
る
証
で
す
か
ら
、
大
切
に
保
持
し
て
く
だ
さ
い
。
 

3 
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
診
療
、
薬
剤
の
支
給
等
を
受
け
る
場
合
は
、
マ
イ

ナ
保
険
証
や
資
格
確
認
書
等
の
保
険
資
格
が
確
認
で
き
る
も
の
と
併
せ
て
、
こ
の

証
を
必
ず
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
入
院
・
通
院
に
か
か
わ
ら
ず
医

療
費
が
高
額
に
な
る
場
合
は
、
限
度
額
適
用
認
定
証
等
を
併
せ
て
提
示
し
て
く
だ

さ
い
（
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
が
で
き
る
場
合
を
除
き
ま
す
。
）。

 

4 
こ
の
証
で
医
療
を
受
け
た
と
き
は
、
保
険
医
療
機
関
等
ご
と
に
、
表
面
に
記
載

し
て
あ
る
一
部
負
担
金
を
支
払
つ
て
く
だ
さ
い
。
 

5 
市
外
に
転
出
し
た
と
き
等
、
対
象
者
の
資
格
を
失
つ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
こ

の
証
を
市
長
に
返
し
て
く
だ
さ
い
。
 

6 
氏
名
、
住
所
等
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
こ
の
証
を
添
え
て
市
長

に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
 

7 
こ
の
証
を
破
つ
た
り
、
汚
し
た
り
、
ま
た
は
失
つ
た
り
し
た
と
き
は
、
再
交
付

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
 

8 
健
康
診
断
料
、
予
防
注
射
料
、
入
院
の
場
合
の
部
屋
代

(
差
額
ベ
ッ
ド
代

)・
食

事
代

(標
準
負
担
額

)
、
薬
の
ビ
ン
代
、
往
診
の
場
合
の
負
担
金
、
診
断
書
料
、
証

明
書
料
、
先
発
医
薬
品
の
特
別
の
料
金
等
、
保
険
外
診
療
分
は
自
己
負
担
と
な
り

ま
す
。
 

9 
他
の
公
費
負
担
医
療
制
度
（
自
立
支
援
医
療
、
指
定
難
病
等
）
の
受
給
者
で
あ

る
場
合
、
当
該
制
度
を
利
用
し
た
う
え
で
、
こ
の
証
を
併
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
、
当
該
制
度
の
受
給
資
格
が
確
認
で
き
る
も
の
と
併
せ
て
提
示
し
て
く
だ

さ
い
。
 

10
 
重
度
精
神
障
害
者
の
精
神
疾
患
に
つ
い
て
は
、
自
立
支
援
医
療
制
度
（
精
神
通

院
医
療
）
を
併
用
す
る
場
合
の
み
、
こ
の
証
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

当
該
制
度
の
受
給
者
証
と
併
せ
て
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
 

11
 
県
外
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
場
合
、
柔
道
整
復
師
、
は
り
師
、
き
ゅ
う
師

及
び
あ
ん
摩
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
・
指
圧
師
の
施
術
を
受
け
る
場
合
は
、
こ
の
証
は
使

え
ま
せ
ん
。
 

お
問
い
合
わ
せ
先
 

 
赤
穂
市

 
医
療
介
護
課

 
医
療
係
 

電
話
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○高
 

高
齢

重
度

障
害

者
医

療
費

受
給

者
証
 

 
 

 
 

負
担

者
番

号
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

受
給

者
番

号
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

受 給 者 

住
所
 

 
 

フ
リ
ガ
ナ
 

 
 

氏
名
 

 
 

生
年
月
日
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

一
部

負
担

金
 

外
来
 

 
 

入
院
 

 
 

有
効

期
間

 

年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
か
ら
 

年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
ま
で
 

発
行

機
関

名

及
び

印
 

兵
庫
県
赤
穂
市
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 
 

交
付

年
月

日
 

年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

こ
の
証
は
兵
庫
県
内
の
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
の
み
有
効
で
す
。

 

他
の
公
費
負
担
医
療
制
度
（
自
立
支
援
医
療
、
指
定
難
病
等
）
の
受
給
者
で
あ
る
場
合
、
当
該
制
度
を
利

用
し
た
う
え
で
、
こ
の
証
を
併
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
当
該
制
度
の
受
給
資
格
が
確
認
で
き
る
も
の

と
併
せ
て
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 

 



付 則 

この規則は、令和８年７月１日から施行する。 

 


